
■国’ 法 務 省

本
籍

出
生
地

現
住
所

平
成

年一
ハ

一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー

○ ○｛
ハ 四七 元八 〃〃

一

月
○ 三四四四

一
一
■
一七 四 四聖 〃

一
一
一
一

二
八

日
五 Iﾉq一

中
央
大
学
法
学
部
卒
業

浦
和
地
方
検
察
庁
川
越
支
部
勤
務
を
命
ず
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

秋
田
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

浦
和
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

?

事

氏出
生
年
月
日

|日

項

氏
名 名

シ
フ
吟
え

上
昭
和
三
七
年
八
月
一
○
日

冨鼻
司
法
試
験
管
理
委
員
会

法 最 庁

高
と
し
の
ぶ

敏
伸

務 裁
判
所

〃 〃 〃〃 〃〃

名
省



’

－

〃 ． 〃 〃 ﾉノ

一
一
ハ 〃

－テ
－

｡

〃 〃 〃

－

一
心
一
一
一

－ －

平
成
一

○

年

一
一

〃 〃 〃 七■ 〃

一
一
一 〃 〃 八 七 七 |月口

三

○ 〃 ﾉノ 〃 一 〃 一 〃 〃 一 一 一 ’ 日
内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を
解

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
局
員
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
室
員
を
免
ず
る

ｊ
■
０
申

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
局
員
に
併
任
す
る

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
室
員
を
命
ず
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
に
併
任
す
る

す
る
法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
）
に
併
任

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

帰
朝
を
命
ず
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
在
ド

イ
ッ
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

事

項

〃． 〃 〃 〃

内
閣

〃

内
閣

法
務
省

〃 〃

外
務
省

法
務
省

庁
名

2 丁 ’



’’ 一

、

0

1

法 務 省 1
－

一
一

七 ’ ■ －－

一

七

一

一
一
ハ

一

一
一
一
一 〃

－

一

一
一
一

一

一
一

一

九
一
八

一

七

－

〃

－

平
成
一

一
ハ

－

年

一
一
一 四

一 四 九 四 四 八
一 八

一
一
一

一
一 月

’
一

○■ 壬 九 八

一
一

四 一
一

一

一

○

一
一

五 一

一

一

一

○
日

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

C

O

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
管
理
官
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

ノ

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
、
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
の
併
任
は
終
了
し
た

除
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

〃

内
閣
庁
名

3 丁 口



Ｉ

Ｌ

句

1’

~

4丁 I
－

令
和
二
一
一
一

一

三

○

－

〃

平
成
二
九

－

年

三 一 四

一

○ 一
月

一

一

一

○

一

八 一
一
一

一

七
日

法
務
総
合
研
究
所
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

さ
い
た
ま
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

心
得
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
（
心
得
）
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
高
等
検
察
庁
那
覇
支
部
長
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
那
覇
支
部
勤
務
を
命
ず
る

事

項

口

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

法 務 香－


